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令和５年度 第２回大分県柔道体重別選手権大会兼国民体育大会選手選考会（成年

男子・女子)の開催について 

 

新緑の候、各位におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  

さて、標記の国民体育大会柔道競技大分県代表選考会を下記の要領により開催すること

になりました。 

 つきましては、公私ともにご多用中のところ誠に恐縮に存じますが関係者並びに選手の

出場について宜しくお願い申し上げます。 

記 

１ 期日・会場 

令和５年７月９日（日） レゾナック武道スポーツセンター 

２ 日程 

  ・開場        ８：３０       （受付場所 道場３入口付近） 

・計量        ８：４５ ～ ９：１５（男子：道場２ 女子：師範室２） 

  ・監督・審判会議   ９：３０ ～     （会議室１） 

  ・開会式      １０：００ ～ 

  ・試合開始     １０：１５ ～ 

３ トーナメント種別  

 (1) 成年男子                                

① 先鋒（60kg 以下）            

② 次鋒（60kg を越え 73kg 以下）  

③ 中堅（73kg を越え 90kg 以下）                 

④ 副将. 大将（体重無差別） 

(2)  成年女子 

① 次鋒（57kg 以下） 

② 大将（体重無差別）  

４ 競技上の規定 

(1) 試合は、最新の国際柔道連盟試合審判規定を適用する。 

(2) 階級区分は申し込んだ種別に限り、１キログラム超過または不足した場合も出場する

ことができる。 

(3) 判定の基準は「技あり以上」のみとし、「反則負け」を除き、「指導」の違いだけで

は勝者を決定しない。 

(4) 試合時間は４分間とする。試合時間内に優劣がつかない場合は、指導の有無に関わら

ず、時間無制限のゴールデンスコア方式の延長戦を行う。 



(5) ゴールデンスコアにおいては、スコア（「技あり」「一本」または、反則負け＊指導

累積３回を含む）によってのみ勝敗を決する。 

(6) 競技に際し、柔道衣（背中）には、必ず所属名と苗字（姓）を明示する。 

   これ（ゼッケン）の無い者は出場できない。 

 (7) 試合は、各種別のトーナメント方式とする。 

５ 参加資格 

(1) 所属都道府県柔道連盟（協会）を通して全日本柔道連盟に登録していること。 

(2) 選手は、居住地を示す現住所（県内に住民登録をし、現にそこの居住者であること。 

   または、勤務地、生徒にあっては学校所在地のいずれかにより参加すること。 

(3) 大学生は、所属登録にかかわらず、居住地を示す現住所（県内に住民登録をし、現に

そこの居住者であること。）または、卒業高等学校所在地から出場できる。 

(4) 参加選手は、健康上又はその他の支障がある者は参加できない。  

(5) 選手の年齢基準 

      ２００５年４月１日以前に生まれたものとする。 

(6) ふるさと選手制度を活用する者は、参加申込みの際にふるさと選手登録をすること。 

６ 申込方法 

 (1) メールで申込みをお願いします。 

※ 申込みは、別添の様式に必要事項を記入してください。 

・大分県柔道体重別選手権 参加申込書（成年男子） 

  ・大分県柔道体重別選手権 参加申込書（成年女子） 

  ・国民体育大会 ふるさと選手登録届 

(2) 申込先    

   【メール送信】 yu.ko.papa31@gmail.com

   【担   当】 佐藤 誠 宛  ☎  090− 9593− 8091 

(3) 申込期限  

令和５年６月２９日（木）正午 必着 

    メール送信での申込みをお願いします。 

７ 参加料 

    一人につき2,500円（大会当日受付にて徴収） 

  なお、保険500円を含んでいます。 

８ その他  

(1) 主催者で出場選手は傷害保険（５００円）に加入する。 

(2) 負傷者の処置については、主催者側において応急処置は行うが、事後の責任は負わない。 

(3) 大会終了後、強化委員会を開催し、国スポ選手の選考を行う。 

(4) 女子の成年出場区分は、チームの実情に応じて次鋒、大将のいずれかを少年種別年齢 

の者とすることも可能とする。 


